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平成27年６月10日

株 主 各 位
石川県金沢市大手町２番３号

北陸電話工事株式会社

代表取締役社長 森　泰夫

第68回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第68回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封

の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年6月25日（木

曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成27年６月26日（金曜日）午前10時
２．場 所 石川県金沢市大手町２番32号

ＫＫＲ　ホテル金沢　３階「鳳凰Ａ」

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第68期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）

　　事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および

　　監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第68期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）

　　計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役２名選任の件

第３号議案 監査役３名選任の件

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

第５号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生
じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.hokuwa.co.jp/)
に掲載させていただきます。

－ 1 －



〔添付書類〕

事 業 報 告

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、アベノミクスの諸政策により企業
部門・家計部門ともに所得から支出への前向きな循環メカニズムがしっかり
と作用し続け、景気は緩やかな回復基調を続けています。
　情報通信分野においては、当社グループの主要な取引先である西日本電信
電話株式会社(ＮＴＴ西日本)におかれましては次世代ネットワーク・サービ
スである「フレッツ光ネクスト」の提供エリアを拡大されています。平成26
年12月末での全国のブロードバンドサービス契約数は1億1,300万となり、そ
のうち光ファイバーは前年同期比137万増の2,638万となっています。ブロー
ドバンドサービス全体に対する光ファイバーのシェアは、3.9世代移動通信シ
ステム（ＬＴＥ）が急激に伸びたことから、前年同期30％が23％と低減して
いますが、固定系サービスとしては主流のサービスとなっています。今後、
光ファイバーサービスは移動通信サービスをはじめとする各種サービスへ
「卸売り」の形で利用されることが期待されます。
　このような状況のなかで当社グループの受注工事高は、公共・民間分野の
工事では消防無線工事、新幹線関連工事、ＣＡＴＶ関連工事の受注により増
加しましたが、ＮＴＴ関連工事ではフレッツ光ネクスト開通工事の小規模化
により減少し、結果として134億９千７百万円(前期比3.8％減)となっており
ます。完成工事高は、ＮＴＴ関連工事、公共・民間分野の工事とも減少し、
135億３千６百万円（前期比7.8％減）となっております。
　利益面につきましては、当社グループを挙げて生産性の向上およびコスト
削減施策等を実施しましたが、売上高の減少により営業利益は２億２千７百
万円（前期比44.3％減）、経常利益は２億６千万円（前期比40.5％減）とな
り、当期純利益は税制改正により繰延税金資産の取り崩し等を行ったため９
千万円（前期比58.9％減）となっております。

（単位：百万円）

項 目 当 期 前 期 増 減 額 増 減 率

受 注 工 事 高 13,497 14,037 △539 △3.8％

完 成 工 事 高 13,536 14,682 △1,146 △7.8％

営 業 利 益 227 407 △180 △44.3％

経 常 利 益 260 437 △177 △40.5％

当 期 純 利 益 90 221 △130 △58.9％
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　なお、セグメント別の概況は、次のとおりであります。

（通信建設事業）
　受注工事高は、ＮＴＴ関連工事ではフレッツ光ネクスト開通工事が小規模
化したために減少し、公共・民間工事では消防無線関連工事、新幹線関連工
事により増加しましたが、全体では124億７百万円（前期比3.4％減）となり、
完成工事高はＮＴＴ関連工事では開通工事の小規模化により減少し、公共・
民間分野の工事でもＣＡＴＶ関連工事、新幹線関連工事、消防無線関連工事
があったものの減少し、124億４千６百万円（前期比7.3％減）となっており
ます。

（情報システム事業）
　ＮＴＴ関連企業からのシステム開発や放送・映像関連の受注があり、公共・
民間工事でもシステム開発を受注できましたが、全体では減少して受注工事
高は10億９千万円（前期比7.7％減）、完成工事高もソフトウェア開発やシス
テム開発があったものの減少し、10億８千９百万円（前期比12.9％減）とな
っております。

（単位：百万円）

項 目 当 期 前 期 増 減 額 増 減 率

通 信 建 設 事 業
受注工事高 12,407 12,855 △448 △3.4％
完成工事高 12,446 13,430 △983 △7.3％

情報システム事業
受注工事高 1,090 1,181 △91 △7.7％
完成工事高 1,089 1,252 △162 △12.9％

(2) 設備投資および資金調達の状況
　当連結会計年度中に実施しました設備投資の総額は７億４千６百万円で、
その主なものは土地の取得、太陽光発電所の建設、車両の更改等であります。
　なお、これらの設備投資に必要な資金は自己資金によりまかなっておりま
す。
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(3) 対処すべき課題
　当社グループの主たる事業領域である情報通信分野を展望すると、昨今の
スマートフォンの台頭をはじめとして、タブレット端末およびソーシャルメ
ディア等の普及により、お客様ニーズの多様化・高度化が進み、プラットフ
ォーム型サービスやクラウドサービスが拡大するなど市場環境が年々大きく
変化しています。
　このような状況のなか、ＮＴＴ西日本におかれましては、光の特性を活か
した多彩なサービスを提供できるオープンな「フレッツ光ネクスト」の提供
エリアの拡大を図り、今後は移動通信サービスをはじめとする各種サービス
へ「卸売り」の形で利用されることが期待されます。
　売上面では、主力であるフレッツ光の設備が充足されつつあるなかで減少
傾向にあり、新規事業分野の開拓と対象市場の拡大を図るとともに公共・民
間市場ではソリューション型営業の展開と売上を増加基調に転換することに
努めます。
　工事・保守の実施においては、安全を最重点として納期厳守、高品質、高
生産性を実現するための現場力にさらに磨きをかけて利益確保を図ることと
します。
　また、子会社の事業運営体制の強化と経営の効率化を図っていきます。
　なお、当社グループでは、満６０歳以降の継続雇用制度の活用を図りなが
ら、新規学卒者の継続的採用と計画的育成により、技術継承を円滑に行って
いくとともに、ＮＴＴ技術者資格、上級の公的資格やベンダ資格の取得推進
を図ります。
　さらに当社では、激変する情報通信分野における競争と変化に対応できる
安定した経営基盤を確立することはもとより、企業の社会的責任を果たすた
めにコンプライアンス（法令遵守）の徹底を図るとともに、品質マネジメン
トシステム（ＩＳＯ9001）と労働安全衛生マネジメントシステム（ＯＨＳＡ
Ｓ18001）および情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＯ27001）の
統合マネジメントシステム（ＩＭＳ）の活用により、良質なサービスの提供
を通して、「株主」「お客様」「お取引先」等から信頼され、発展し続ける
企業グループを目指してまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますよ
うお願い申しあげます。
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(4) 財産および損益の状況の推移

区 分
第 65 期

(平成24年３月期)
第 66 期

(平成25年３月期)
第 67 期

(平成26年３月期)

第 68 期
(当連結会計年度)
(平成27年３月期)

受 注 工 事 高(千円) 12,525,427 14,204,169 14,037,222 13,497,409

完 成 工 事 高(千円) 12,469,659 13,688,680 14,682,665 13,536,324

経 常 利 益(千円) 374,814 394,986 437,564 260,165

当 期 純 利 益(千円) 141,144 179,634 221,832 90,993

１株当たり当期純利益 (円) 16.54 21.02 25.97 10.65

総 資 産(千円) 9,848,155 9,953,317 10,180,951 9,830,914

純 資 産(千円) 5,400,159 5,541,796 5,566,181 5,625,729

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

(5) 重要な子会社の状況

会 社 名 資本金 出資比率 主要な事業内容

金沢電話工事株式会社 10 百万円 100.0 ％ ケーブル設備施工

第二電話工事株式会社 15 100.0 ケーブル設備施工

加越電話工事株式会社 20 100.0 ケーブル設備施工

トヤマ電話工事株式会社 20 100.0 ケーブル設備施工

株式会社テレコムサービス 26 100.0 ケーブル設備施工

北陸チノール株式会社 40 40.0 土 木 設 備 施 工

富 山 土 木 株 式 会 社 50 100.0 土 木 設 備 施 工

（注）1.当社は、平成27年１月21日に富山土木株式会社株式51,500株を追加取得し、完全子会社
といたしました。

2.当社の連結子会社であるトヤマ電話工事株式会社、加越電話工事株式会社および富山土
木株式会社は、平成27年４月１日を効力発生日としてトヤマ電話工事株式会社を存続会
社、加越電話工事株式会社と富山土木株式会社を消滅会社とする吸収合併を行いました。

(6) 主要な事業内容

区 分 主 要 な 事 業 内 容

通 信 建 設 事 業
ケーブル設備、土木設備、ネットワーク設備等の電気
通信設備工事、その他建設工事全般の設計・施工・保
守および附帯する事業

情報システム事業
業務用アプリケーションや通信ソフト開発、ネットワ
ークの設計・施工・保守および附帯する事業

　当社は、西日本電信電話株式会社およびエヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ株式会社の電気通信設備工事請負業者として電気通信設備工事競争参加資格
を受けております。
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(7) 主要な営業所

① 当社 ② 子会社

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 石川県金沢市 金沢電話工事株式会社 石川県金沢市

富 山 支 店 富山県富山市 第二電話工事株式会社 石川県金沢市

福 井 支 店 福井県福井市 加越電話工事株式会社 富山県高岡市

東 京 支 店 東 京 都 港 区 トヤマ電話工事株式会社 富山県富山市

関 西 営 業 所 大阪府大阪市 株式会社テレコムサービス 福井県福井市

新 潟 営 業 所 新潟県長岡市 北陸チノール株式会社 石川県金沢市

富 山 土 木 株 式 会 社 富山県富山市

(8) 従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

647名 7名減

（注）従業員数には、臨時従業員は含まれておりません。

２．会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 21,600,000株
(2) 発行済株式の総数 8,539,174株（自己株式429,786株を除く。）
(3) 株主数 756名
(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

大 西 早 苗 3,039,935 株 35.59 ％

Ｎ Ｄ Ｓ 株 式 会 社 718,740 8.41

北 陸 電 話 工 事 従 業 員 持 株 会 535,453 6.27

株 式 会 社 北 國 銀 行 409,700 4.79

株 式 会 社 福 井 銀 行 399,300 4.67

株 式 会 社 北 陸 銀 行 376,200 4.40

日 本 コ ム シ ス 株 式 会 社 294,151 3.44

北 信 テ レ ネ ッ ク ス 株 式 会 社 140,000 1.63

北 国 総 合 リ ー ス 株 式 会 社 134,100 1.57

日 本 電 通 株 式 会 社 133,000 1.55

（注）1.当社は、自己株式（429,786株）を所有しておりますが、上記の大株主からは除いてお
　　　　ります。

2.持株比率は自己株式（429,786株）を控除して計算しております。

－ 6 －



３．会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 森 　 泰 夫

金沢電話工事株式会社取締役
第二電話工事株式会社取締役
加越電話工事株式会社取締役
トヤマ電話工事株式会社取締役
北陸チノール株式会社取締役
富山土木株式会社取締役
北陸通信資材株式会社取締役
北陸電通輸送株式会社取締役

常 務 取 締 役 小 田 　 修 情報システム本部長

常 務 取 締 役 澤 田 達 夫 経営企画本部長

常 務 取 締 役 得 永 隆 彦 営業本部長

取 締 役 上 段 正 憲
設備建設本部長
北陸通信資材株式会社代表取締役社長
北陸電通輸送株式会社監査役

取 締 役 寺 井 孝 美
福井支店長
株式会社テレコムサービス代表取締役社長

取 締 役 川 面 正 雄 総務部長

取 締 役 北 川 久 義
富山支店長
富山土木株式会社取締役

取 締 役 渡 　 幸 記 設備建設本部副本部長

取 締 役 塚 本 恒 明 営業本部副本部長兼総合システム営業部長

取 締 役 青 山 伸 一 安全品質管理本部長

取 締 役 札 場 清 美

常 勤 監 査 役 中 河 哲 秀
加越電話工事株式会社監査役
トヤマ電話工事株式会社監査役
富山土木株式会社監査役

監 査 役 髙 木 利 正

監 査 役 角　木　完太郎
税理士
三協立山株式会社社外監査役

 (注) 1.札場清美氏は、平成26年６月27日開催の第67回定時株主総会において新たに取締役に選
任され、就任いたしました。

2.常務取締役横越純一および取締役川原秀夫の両氏は、平成26年６月27日開催の第67回定
時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

3.取締役札場清美氏は、社外取締役であります。
4.常勤監査役中河哲秀氏は、当社の経理業務に従事した経験があります。また、監査役

角木完太郎氏は、税理士の資格を有しており、両氏とも財務および会計に関する相当程
度の知見を有しております。

5.監査役髙木利正、監査役角木完太郎の両氏は、社外監査役であります。
6.監査役角木完太郎氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出て
おります。
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(2) 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 支給人員 支 給 額

取 締 役 14名 98,075千円（うち社外１名　1,260千円）

監 査 役 3名 13,432千円（うち社外２名　3,312千円）

合 計 17名 111,508千円（うち社外３名　4,572千円）

 (注) １．上記には、平成26年６月27日開催の第67回定時株主総会終結の時をもって退任した取
締役２名を含んでおります。

２．取締役の支給額には、使用人分の給与は含まれておりません。
３．取締役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第59回定時株主総会で年額150,000千

円以内（使用人分の給与は含まない。）、監査役の報酬限度額は、昭和63年６月25日
開催の第41回定時株主総会で年額20,000千円以内と決議いただいております。

４．支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額22,765千円（取締役
21,159千円（うち社外180千円）、監査役1,605千円（うち社外432千円））が含まれて
おります。

(3) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職等の状況

区 分 氏 名 兼 職 先 兼 職 内 容 当社と兼職先との関係

監査役 角木 完太郎 三協立山株式会社 社外監査役 特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取締役 札 場 清 美
就任後に開催した取締役会６回全てに出席し、必要
に応じ発言を適宜行っております。

監査役 髙 木 利 正
当事業年度に開催した取締役会８回、監査役会９回
の全てに出席し、必要に応じ発言を適宜行っており
ます。

監査役 角木 完太郎
当事業年度に開催した取締役会８回、監査役会９回
の全てに出席し、必要に応じ発言を適宜行っており
ます。

③ 責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に
基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており
ます。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定め
る最低責任限度額としております。
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４．会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称　　　　有限責任　あずさ監査法人
(2) 会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 18,000千円

② 当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
　　財産上の利益の合計額

18,000千円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
　　　基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業
　　　年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、
会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査
役会の同意または請求により、会計監査人の解任または不再任に関する議題
を株主総会に提案いたします。

（注）「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日に施行
されたことに伴い、会計監査人の解任または不再任に関する議案の決定機関を、取締
役会から監査役会に変更しております。なお、上記には事業年度中における方針を記
載しております。
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５．業務の適正を確保するための体制

(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　　当社は、「企業行動基準」に、取締役および使用人の法令遵守と反社会的勢力に対し断固
　とした姿勢で臨むこと等を定め、職務執行の指針とする。
　　コンプライアンス全体を統括し、ビジネスリスクに適切に対応するための組織として社長
　を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置するとともに、コンプライアンスの定着
　と継続を図るため「コンプライアンス管理室」を設置する。更に、法令・社内規程違反の未
　然防止を図るための通報窓口として「ヘルプライン」を設置する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　　当社は、法令・社内規程に基づき取締役の職務執行に係る文書等の保存・管理を行う。ま
　た、情報の管理については情報セキュリティマネジメントシステム規格に基づく取扱手順に
　より対応する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、品質マネジメントシステム規格、労働安全衛生マネジメントシステム規格および

情報セキュリティマネジメントシステム規格を統合した「統合マネジメントシステム」の認
証を受け、品質、労働安全および情報セキュリティ面におけるリスク管理体制をとっている。
更に発生が想定されるビジネスリスクに対応するため「コンプライアンス管理室」にリスク
管理機能を付与するとともに必要な文書整備等を行う。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　　当社は、定例、随時に開催する取締役会において、重要事項の意思決定および取締役の職
　務執行状況の監督を行う。また、取締役出席のもと、定例の幹部会議を毎月１回開催し、業
　務執行に関する具体的事項の決定を機動的に行う。
　　業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画および年度予算を定め全
　社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
　　また、これらの職務の執行および業務の遂行が、効率的かつ有効に機能しているか業務改
　善等を通して評価するとともに、定期的または随時に行う監査役監査、内部監査等を通して
　検証する。

(5) グループ会社における業務の適正を確保するための体制
　　当社は、グループ経営会議の充実を図り、当社グループ各社にコンプライアンス推進担当
　を置くとともに、「コンプライアンス委員会」がグループ全体のコンプライアンスを統括・
　推進する体制とする。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人とその

　　独立性に関する事項

　　当社は、監査役から必要として要請があったときには、監査役の職務の補助使用人を置く
　こととし、その人事については、事前に監査役の同意を得たうえで決定し取締役からの独立
　性を確保する。

(7) 監査役への報告体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための

　　体制

　　取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役
会に報告する。常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および職務の執行状
況を把握するため、常務会やコンプライアンス委員会などの重要な会議に出席するとともに、
主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用
人にその説明を求めることができる。

(8) 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、金融商品取引法に基づく内部統制システムの構築、評価および報告を適正に行い、
財務報告の信頼性を確保する。また、その整備・運用状況を定期的に評価し、常に適正に維
持する。
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（注）「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）および「会社法施行規則等の一
部を改正する省令」（平成27年法務省令第６号）が平成27年５月１日に施行されたことに
伴い、平成27年５月13日開催の当社取締役会の決議により内容を一部改定しております。
なお、左記には事業年度中の体制を記載しております。

（注）本事業報告中の記載金額、比率は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成27年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 預 金

受取手形・完成工事未収入金

有 価 証 券

未成工事支出金

材 料 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 ・ 構 築 物

機 械 ・ 運 搬 具

工具器具・備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

5,929,646

1,885,017

3,445,257

256,438

55,054

38,961

85,080

168,266

△4,428

3,901,267

2,602,937

561,616

387,411

57,995

1,591,215

4,698

38,188

22,681

10,850

4,656

1,260,140

618,392

3,077

596,733

41,937

流 動 負 債 2,157,099

工 事 未 払 金 1,173,741

短 期 借 入 金 2,856

未 払 法 人 税 等 21,273

賞 与 引 当 金 170,344

完成工事補償引当金 9,602

そ の 他 779,281

固 定 負 債 2,048,085

長 期 借 入 金 11,432

役員退職慰労引当金 160,012

退職給付に係る負債 1,789,057

負 の の れ ん 14,487

長 期 未 払 金 65,737

そ の 他 7,357

負 債 合 計 4,205,184

（純資産の部）

株 主 資 本 5,669,921

資 本 金 611,000

資 本 剰 余 金 327,425

利 益 剰 余 金 4,821,520

自 己 株 式 △90,025

その他の包括利益累計額 △44,191

その他有価証券評価差額金 88,098

退職給付に係る調整累計額 △132,289

純 資 産 合 計 5,625,729

資 産 合 計 9,830,914 負債・純資産合計 9,830,914

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(
平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高

完 成 工 事 高 13,536,324

売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 11,911,755

売 上 総 利 益

完 成 工 事 総 利 益 1,624,568

販売費及び一般管理費 1,397,565

営 業 利 益 227,003

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 13,453

受 取 地 代 家 賃 2,733

そ の 他 19,687 35,875

営 業 外 費 用

支 払 利 息 447

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 1,358

そ の 他 907 2,712

経 常 利 益 260,165

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 3,309 3,309

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 100

固 定 資 産 除 却 損 557 657

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 262,817

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 29,706

法 人 税 等 調 整 額 139,782

少数株主損益調整前当期純利益 93,328

少 数 株 主 利 益 2,335

当 期 純 利 益 90,993

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 611,000 329,364 4,807,381 △89,973 5,657,772

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △76,853 △76,853

当 期 純 利 益 90,993 90,993

自 己 株 式 の 取 得 △51 △51

連結子会社株式の取得
に よ る 持 分 の 増 減

△1,939 △1,939

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額（純額）

－

当連結会計年度変動額
合 計

－ △1,939 14,139 △51 12,148

当連結会計年度末残高 611,000 327,425 4,821,520 △90,025 5,669,921

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
少 数 株 主 持 分 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
退職給付に係る
調 整 累 計 額

当連結会計年度期首残高 44,081 △135,673 － 5,566,181

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △76,853

当 期 純 利 益 90,993

自 己 株 式 の 取 得 △51

連結子会社株式の取得
に よ る 持 分 の 増 減

△1,939

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額（純額）

44,016 3,383 － 47,399

当連結会計年度変動額
合 計

44,016 3,383 － 59,548

当連結会計年度末残高 88,098 △132,289 － 5,625,729

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況
・連結子会社の数　　　　　　　７社
・主要な連結子会社の名称　　　金沢電話工事株式会社、第二電話工事株式会社、

加越電話工事株式会社、トヤマ電話工事株式会社、
株式会社テレコムサービス
北陸チノール株式会社、富山土木株式会社

(2) 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社の状況
・持分法適用の関連会社数　　　２社
・主要な会社等の名称　　　　　北陸通信資材株式会社、北陸電通輸送株式会社

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結会計年度と一致しております。

(4) 会計処理基準に関する事項

① 資産の評価基準及び評価方法

イ．満期保有目的の債券　　　　償却原価法（定額法）

ロ．その他有価証券
・時価のあるもの　　　　　　連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定しております。）

・時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法

ハ．たな卸資産
・未成工事支出金　　　　　　個別法による原価法
・材料貯蔵品　　　　　　　　先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法によっております。）

② 固定資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産　　　　　　　定率法によっております。
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附
属設備を除く）は定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物及び構築物　　　７～50年
機械装置及び運搬具　２～７年

ロ．無形固定資産
・自社利用のソフトウェア　　社内における利用可能期間（３～５年）に基づく定額法

によっております。

③ 引当金の計上基準

イ．貸倒引当金　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収
不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金　　　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来
の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上して
おります。

ハ．完成工事補償引当金　　　　完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当連結会
計年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づい
て計上しております。

ニ．役員退職慰労引当金　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、会社内規に基づ
く期末要支給額を計上しております。
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④ 退職給付に係る会計処理の方法

イ．退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結
会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給
付算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額
法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時
における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発
生の翌連結会計年度から費用処理しております。

ハ．小規模企業等における簡便法の採用
連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用
の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職
給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しておりま
す。

⑤ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

イ．完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実
性が認められる工事については工事進行基準（工事の進
捗度の見積りは原価比例法による）を、その他について
は工事完成基準を適用しております。

ロ．のれんの償却に関する事項
のれんの償却については､10年間の均等償却を行ってお
ります。

ハ．負ののれんの償却に関する事項
平成22年３月31日以前に発生した負ののれんの償却に
ついては､20年間の均等償却を行っております。

ニ．消費税等の会計処理

消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によって
おります。

(5) 会計方針の変更に関する注記

「退職給付に関する会計基準」等の適用
　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号平成24年５月17日。以下「退職給
付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第25号 平成27年３月26日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会
計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会
計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期
間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を
割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数
を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映
した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。
　なお、この変更に伴う期首の利益剰余金並びに損益に与える影響はありません。
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２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 2,199,627千円

(2) 手形割引高及び裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高 2,626千円

３．連結損益計算書に関する注記
(1) 工事進行基準による完成工事高 3,825,785千円

(2) 研究開発費の総額 26,527千円

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期首の株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
の株式数(株)

普 通 株 式 8,968,960 － － 8,968,960

(2) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期首の株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
の株式数(株)

普 通 株 式 429,659 127 － 429,786

（注）自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

(3) 剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 )

基 準 日 効 力 発 生 日

平成26年６月27日
定 時 株 主 総 会

普通株式 76,853 9 平成26年３月31日 平成26年６月30日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな
るもの
平成27年６月26日開催予定の第68回定時株主総会において、普通株式の配当に関する事
項を次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 68,313千円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 8円
・基準日 平成27年３月31日
・効力発生日 平成27年６月29日
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５．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資計画等に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達してお
ります。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、連結子会社において必要
に応じ運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブ取引は行っておらず、
また投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である受取手形及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格
の変動リスクに晒されております。
営業債務である工事未払金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。借入金
は、連結子会社の運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに
晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、営業管理手順の与信管理要領に従い、本支店・事業本部の営業部が主要な取引
先の状況をモニタリングし、取引先相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務
状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社につい
ても、当社の与信管理要領に準じて、同様の管理を行っております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状
況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しており
ます。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとと
もに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額（千円） 時 価 （ 千 円 ） 差額（千円）

① 現金預金 1,885,017 1,885,017 －

② 受取手形・完成工事未収入金 3,445,257 3,445,257 －

③ 有価証券及び投資有価証券 705,513 705,657 144

資産計 6,035,788 6,035,932 144

① 工事未払金 1,173,741 1,173,741 －

② 長期借入金（＊） 14,288 14,316 28

③ 長期未払金 65,737 65,737 －

負債計 1,253,767 1,253,795 28

（＊）長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産

① 現金預金、② 受取手形・完成工事未収入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。

③ 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、社債及び公社債投資信託は
取引金融機関等から提示された価格によっております。なお、関連会社の株式88,747千円
は含まれておりません。
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負債
① 工事未払金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。

② 長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割
り引いた現在価値により算定しております。

③ 長期未払金
これらの時価は、確定拠出年金移行時未払金等であり、時価は帳簿価額と近似しているこ
とから、当該帳簿価額によっております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区 分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 80,568

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら「③有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

６．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 658円81銭
(2) １株当たり当期純利益 10円65銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。

７．その他の注記

(1) 企業結合に関する注記
共通支配下の取引等
　① 取引の概要

イ．結合当事企業の名称及びその事業の内容
　結合当事企業の名称　　富山土木株式会社
　事業の内容　　　　　　通信建設事業
ロ．企業結合日
　平成27年１月21日（みなし取得日　平成27年３月31日）
ハ．企業結合の法的形式
　少数株主からの株式買取による完全子会社化
ニ．結合後企業の名称
　変更ありません。
ホ．その他取引の概要に関する事項
　当社グループ経営の一環として、富山エリアにおける業容拡大並びに事業運営体制
を更に強固なものにするため。

　② 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日公表分）及
び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適
用指針第10号　平成20年12月26日公表分）に基づき、共通支配下の取引等のうち、少
数株主との取引として処理しております。
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　③ 子会社株式の追加取得に関する事項
イ．取得原価及びその内訳
取得の対価 現金及び預金 15,125千円

取得原価 15,125千円
ロ．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
　・発生したのれんの金額
　　　10,850千円
　・発生原因
　　追加取得した子会社株式の取得原価が、子会社株式の追加取得分の取得原価と当

該追加取得に伴う少数株主持分の減少額との差額によるものであります。
　・償却の方法及び償却期間
　　　10年間にわたる均等償却

(2) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部
を改正する法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月
１日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の
35.4％から平成27年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異につい
ては32.8％に、平成28年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差
異については、32.1％となります。
　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は
64,636千円減少し、法人税等調整額が62,488千円の増加、その他の包括利益累計額が2,147
千円減少しております。

８．重要な後発事象に関する注記

当社は平成27年４月28日開催の取締役会において、以下の設備投資計画を決議いたしました。

(1) 目的

金沢市周辺に分散している拠点を集約して、業務運営の効率化を図るため。

(2) 設備投資の内容

① 資 産 の 名 称　　西金沢ビル（仮称）
② 所　　在　　地　　金沢市米泉町（平成27年３月取得済）
③ 地　　　　　積　　8,576.14㎡
④ 建　築　面　積　　2,040.18㎡
⑤ 延　床　面　積　　3,089.58㎡（社屋2,269.98㎡、倉庫819.60㎡）
⑥ 総　投　資　額　　約11億円
⑦ 建　物　施　工　　大和ハウス工業株式会社
⑧ 設　計　監　理　　株式会社ＮＴＴファシリティーズ

(3) 着工・完成時期

① 工事着工予定　　　平成27年10月
② 工事竣工予定　　　平成28年３月
③ 稼働開始予定　　　平成28年４月

(4) 営業活動に及ぼす重要な影響

営業活動に及ぼす影響は、計数的把握が困難なため、記載を省略いたします。

(5) 資金調達方法
全額自己資金で賄うこととします。
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貸 借 対 照 表

（平成27年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 預 金

完成工事未収入金

有 価 証 券

未成工事支出金

材 料 貯 蔵 品

短 期 貸 付 金

未 収 入 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 ・ 構 築 物

機 械 ・ 運 搬 具

工具器具・備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

5,191,955

1,399,341

3,190,824

256,438

41,002

17,377

33,500

173,551

72,109

12,201

△4,392

3,573,658

2,309,997

487,142

229,161

49,634

1,539,360

4,698

26,800

22,642

4,158

1,236,860

529,644

195,013

17,077

479,254

15,871

流 動 負 債 1,850,835

工 事 未 払 金 1,116,960

未 払 金 216,963

未 払 費 用 185,218

未 払 法 人 税 等 7,062

未成工事受入金 16,072

預 り 金 14,871

賞 与 引 当 金 134,441
完成工事補償引当金 8,286

そ の 他 150,959

固 定 負 債 1,723,122

退職給付引当金 1,483,138
役員退職慰労引当金 125,222
関係会社事業損失引当金 47,987

長 期 未 払 金 63,845

そ の 他 2,929

負 債 合 計 3,573,958

（純資産の部）

株 主 資 本 5,103,557

資 本 金 611,000

資 本 剰 余 金 332,515

資 本 準 備 金 326,200
その他資本剰余金 6,315

利 益 剰 余 金 4,250,066

利 益 準 備 金 140,625
その他利益剰余金 4,109,441

固定資産圧縮積立金 51,646

別 途 積 立 金 3,670,000
繰越利益剰余金 387,795

自 己 株 式 △90,025
評価・換算差額等 88,098

その他有価証券評価差額金 88,098

純 資 産 合 計 5,191,655

資 産 合 計 8,765,614 負債・純資産合計 8,765,614

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 21 －



損 益 計 算 書

(
平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高

完 成 工 事 高 11,838,210

売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 10,408,089

売 上 総 利 益

完 成 工 事 総 利 益 1,430,120

販売費及び一般管理費 1,246,708

営 業 利 益 183,411

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 21,135

受 取 地 代 家 賃 9,302

そ の 他 5,707 36,145

営 業 外 費 用

そ の 他 4,699 4,699

経 常 利 益 214,857

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 27

関係会社事業損失引当金戻入額 6,737 6,765

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 87

固 定 資 産 除 却 損 486 574

税 引 前 当 期 純 利 益 221,048

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,000

法 人 税 等 調 整 額 132,283 135,283

当 期 純 利 益 85,764

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計資本準備金

そ　の　他
資本剰余金

利益準備金
そ の 他
利益剰余金

当 期 首 残 高 611,000 326,200 6,315 140,625 4,100,531 △89,973 5,094,698

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △76,853 △76,853

当 期 純 利 益 85,764 85,764

自己株式の取得 △51 △51

株主資本以外の
項目の当期変動額
( 純 額 )

－

当期変動額合計 － － － － 8,910 △51 8,859

当 期 末 残 高 611,000 326,200 6,315 140,625 4,109,441 △90,025 5,103,557

評価・換算
差　額　等

純資産合計
その他有価証券
評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 44,081 5,138,780

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △76,853

当 期 純 利 益 85,764

自己株式の取得 △51

株主資本以外の
項目の当期変動額
( 純 額 )

44,016 44,016

当期変動額合計 44,016 52,875

当 期 末 残 高 88,098 5,191,655

（注）その他利益剰余金の内訳

固定資産圧縮積立金 別 途 積 立 金 繰越利益剰余金 合 計

当 期 首 残 高 49,363 3,570,000 481,167 4,100,531

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △76,853 △76,853

当 期 純 利 益 85,764 85,764

固定資産圧縮積立金の
積 立

2,516 △2,516 －

固定資産圧縮積立金の
取 崩

△234 234 －

別途積立金の積立 100,000 △100,000 －

当期変動額合計 2,282 100,000 △93,371 8,910

当 期 末 残 高 51,646 3,670,000 387,795 4,109,441

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券　　　　　 償却原価法（定額法）

② 子会社株式及び関連会社株式　 移動平均法による原価法

③ その他有価証券
・時価のあるもの　　　　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定しております。）

・時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法

④ たな卸資産
・未成工事支出金　　　　　　　個別法による原価法
・材料貯蔵品　　　　　　　　　先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法によっております。）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産　　　　　　　　 定率法によっております。
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附
属設備を除く）は定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物及び構築物　　　７～50年
機械装置及び運搬具　２～７年

② 無形固定資産
・自社利用のソフトウェア　　　社内における利用可能期間（３～５年）に基づく定額法

によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金　　　　　　　　　 売上債権､ 貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため､ 
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収
不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金　　　　　　　　　 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来
の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しており
ます。

③ 完成工事補償引当金　　　　　 完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当事業年
度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計
上しております。

④ 退職給付引当金　　　　　　　 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお
ります。
イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当
事業年度末までに帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（10年）により費用処理し
ております。数理計算上の差異は、各事業年度の発
生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（10年）による定額法により按分した額を、
それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
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⑤ 役員退職慰労引当金　　　　　 役員の退職慰労金の支出に備えるため、会社内規に基づ
く期末要支給額を計上しております。

⑥ 関係会社事業損失引当金　　　 関係会社の事業の損失に備えるため、当社が負担するこ
とになる損失見込額に対して、当該関係会社の債務超過
相当額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準
　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進
行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法による）を、その他については工事完成基準
を適用しております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 退職給付に係る会計処理　　　 退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤
務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれ
らの会計処理と異なっております。

② 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法
消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によって
おります。

(6) 会計方針の変更

（退職給付に関する会計基準等の適用）
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号　平成24年５月17日。)及び「退職給付
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号　平成27年３月26日。)を当事
業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間
帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を割引
率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に
決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加
重平均割引率を使用する方法へ変更しております。
　なお、この変更に伴う期首の利益剰余金並びに損益に与える影響はありません。

２．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,667,710千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 86,708千円
長期金銭債権 14,000千円
短期金銭債務 429,057千円

３．損益計算書に関する注記

(1) 工事進行基準による完成工事高 3,339,253千円
(2) 売上高のうち関係会社に対する部分 7,446千円
(3) 売上原価のうち関係会社からの仕入高 2,429,706千円
(4) 関係会社との営業取引以外の取引高 14,323千円
(5) 研究開発費の総額 26,527千円
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４．株主資本等変動計算書に関する注記

　当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

株 式 の 種 類
当事業年度期首
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普 通 株 式 429,659 127 － 429,786

（注）自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）

（当事業年度）
（平成27年３月31日）

原因別内訳
繰延税金資産
賞与引当金 44,096
退職給付引当金 510,086
役員退職慰労引当金 40,196
繰越欠損金 10,548
その他 51,845

繰延税金資産小計 656,773
評価性引当額 △35,817
繰延税金資産合計 620,956
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △24,419
その他有価証券評価差額金 △41,648
その他 △3,524

繰延税金負債合計 △69,592
繰延税金資産の純額 551,363

法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第９号)及び「地方税法等の一部を改正
する法律」(平成27年法律第２号)が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開
始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税
金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4％から平成27年４月１
日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8％に、平成28年４月１日
に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.1％になります。
　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は53,423
千円減少し、法人税等調整額が57,705千円、その他有価証券評価差額金が4,281千円、それぞ
れ増加しています。
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６．関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社等
（単位：千円）

種 類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者との
関 係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子 会 社
北陸チノール
株 式 会 社

所有
直接　40.0％

資金の貸付
利息の受取
役員の兼任

運転資金の貸付 83,000 短期貸付金 33,500

利息の受取 513
長期貸付金
（注1、2）

14,000

子 会 社
富 山 土 木
株 式 会 社

所有
直接　100％

土地等の購入
利息の受取
役員の兼任

土地等の購入
（注３）

63,241 － －

利息の受取 740 － －

取引金額、期末残高には消費税等は含まれておりません。
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。返済条件は元金均等返

済としております。なお、担保は受け入れておりません。
（注２）子会社の事業の損失に備えるため、当社が負担することとなる損失見込額に対して、関

係会社事業損失引当金を47,987千円計上しており、当事業年度において3,462千円を繰入
れ、10,200千円を取崩しております。

（注３）土地等の購入金額については、不動産鑑定士の鑑定価格を参考に決定しております。

(2) 役員及び個人主要株主等
（単位：千円）

種 類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者との
関 係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

主要株主が議
決権の過半数
を所有してい
る会社

電通自動車整
備 株 式 会 社
（注２）

所有
直接　7.6％

車両の購入
・修理
役員の兼任

車両の購入
・修理
（注１）

113,575
工事未払金
・ 未 払 金

14,482

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお
ります。
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）車両の購入等については、市場の実勢価格をみて価格交渉のうえ決定しております。
（注２）当社の主要株主大西早苗が、議決権の64.8％を保有しております。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 607円98銭
(2) １株当たり当期純利益 10円04銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
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８．重要な後発事象に関する注記

当社は平成27年４月28日開催の取締役会において、以下の設備投資計画を決議いたしました。

(1) 目的

金沢市周辺に分散している拠点を集約して、業務運営の効率化を図るため。

(2) 設備投資の内容

① 資 産 の 名 称　　西金沢ビル（仮称）
② 所　　在　　地　　金沢市米泉町（平成27年３月取得済）
③ 地　　　　　積　　8,576.14㎡
④ 建　築　面　積　　2,040.18㎡
⑤ 延　床　面　積　　3,089.58㎡（社屋2,269.98㎡、倉庫819.60㎡）
⑥ 総　投　資　額　　約11億円
⑦ 建　物　施　工　　大和ハウス工業株式会社
⑧ 設　計　監　理　　株式会社ＮＴＴファシリティーズ

(3) 着工・完成時期

① 工事着工予定　　　平成27年10月
② 工事竣工予定　　　平成28年３月
③ 稼働開始予定　　　平成28年４月

(4) 営業活動に及ぼす重要な影響

営業活動に及ぼす影響は、計数的把握が困難なため、記載を省略いたします。

(5) 資金調達方法

全額自己資金で賄うこととします。

－ 28 －



連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
平成27年５月８日

北陸電話工事株式会社
取締役会　御中

有限責任　あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 浜 田 　 亘 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小 出 健 治 

  当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、北陸電話工事株式会社の平成26年４
月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、北陸電話工事株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

平成27年５月８日

北陸電話工事株式会社
取締役会　御中

有限責任　あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 浜 田 　 亘 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小 出 健 治 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、北陸電話工事株式会社の平成
26年４月１日から平成27年３月31日までの第68期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査
を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成26年４月1日から平成27年３月31日までの第68期事業年度の取締役
の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全
員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び
結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画
等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び
使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いた
しました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なも
のとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役
会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に
応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 子会社については、子会社の取締役及び
監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け
ました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書につい
て検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監
視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われるこ
とを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品
質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書
類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明
細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

　（1）事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し
ているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な
事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につ
いても、指摘すべき事項は認められません。

　（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　（3）連結計算書類の監査結果
　　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　　　平成27年５月12日
北陸電話工事株式会社　監査役会

常勤監査役 中 河 哲 秀 
社外監査役 髙 木 利 正 
社外監査役 角　木　完太郎 

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

　剰余金の処分につきましては、企業体質の強化と経営環境の変化に対応できる
よう内部留保の充実を図りながら、業績動向や今後の事業展開を総合的に勘案し、
安定的な配当が継続できるよう努めてまいりました。これに基づき、当期の期末
配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

　(1) 配当財産の種類
　　金銭

　(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
　　当社普通株式１株につき８円
　　配当総額　　　68,313,392円

　(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
　　平成27年６月29日

第２号議案　取締役２名選任の件

　経営陣の充実強化を図るため、新たに取締役２名の選任をお願いいたしたいと
存じます。
なお、本総会で選任された取締役の任期は当社定款の規定により現任取締役の

残任期間と同一となります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者

番　号
氏 名
（生　年　月　日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
株 式 の 数

1
つじ

辻
おか

岡
のぶ

伸
や

弥
(昭和31年１月25日生)

昭和53年４月　当社入社

平成16年７月　当社経営企画本部経営企画課長

兼経理部担当課長

平成17年７月　当社設備建設本部総務経理課長

平成19年６月　当社経理部担当部長兼経理課長

平成24年７月　当社経理部担当部長

平成26年６月　当社経理部長（現在）

10,000株

２
いし

石
かわ

川
せい

誠
ごう

豪
(昭和33年11月11日生)

昭和58年４月　日本電信電話公社入社

平成17年７月　東日本電信電話㈱ＮＷ事業推進本部

企画部事業計画部門・経営企画部

兼務部門長

平成19年７月　エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱

チャネル営業本部

ダイレクトマーケティングﾞ部長

平成21年８月　エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱購買部長

平成26年７月　当社入社　東京支店長（現在）

0株

　（注）取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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第３号議案　監査役３名選任の件

　監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま
しては監査役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者

番　号
氏 名
（生　年　月　日）

略 歴 、 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する当社
株 式 の 数

1

※
にし

西
ぶ

部
かず

和
ゆき

幸
(昭和27年２月13日生)

昭和50年４月　日本電信電話公社入社

平成４年４月　日本電信電話㈱

富山設備建設センタ所長

平成14年４月　㈱エヌ・ティ・ティ　ネオメイト北陸

石川支店長

平成18年４月　当社入社　安全品質管理本部

副本部長

平成18年12月　当社安全品質管理本部長

平成24年７月　当社監査室長（現在）

0株

２
たか

髙
ぎ

木
とし

利
まさ

正
(昭和20年２月24日生)

昭和42年４月　日本電信電話公社入社

平成４年２月　日本電信電話㈱小松支店長

平成７年５月　㈱白山エレックス取締役

平成14年５月　同社代表取締役社長

平成19年４月　㈱白山製作所　　　　　　　　　　

執行役員通信事業部副事業部長

平成23年６月　当社監査役（現在）

3,600株

３
かど

角
 

　
き

木
 

　
かん

完
た

太
ろう

郎
(昭和24年12月27日生)

昭和43年４月　名古屋国税局入局

平成９年７月　金沢税務署副署長

平成20年７月　金沢国税局調査査察部長

平成21年８月　税理士登録（現在）

平成23年６月　当社監査役（現在）

（重要な兼職の状況）

三協立山㈱　社外監査役

2,300株

　（注）1.※印は、新任の監査役候補者であります。
　　　　2.監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　　　　3.髙木利正、角木完太郎の両氏は、社外監査役候補者であります。
　　　　4.髙木利正氏は、平成21年６月に㈱白山エレックスおよび㈱白山製作所を退職され、現

在、重要な兼職はありません。
　　　　5.髙木利正氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の透

明性の高い公正な経営監視体制の維持・向上が期待できるものと判断し、候補者とい
たしました。

　　　　6.角木完太郎氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知
見を有しております。また、同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、
税務に携わった豊富な経験と専門的な知識を有しており、当社の透明性の高い公正な
経営監視体制の維持・向上が期待できるものと判断し、候補者といたしました。

　　　　7.髙木利正、角木完太郎の両氏は、現在当社の社外監査役でありますが、監査役として
の在任期間は、両氏とも本総会終結の時をもって４年となります。

　　　　8.当社は、髙木利正、角木完太郎の両氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、
同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に
基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額として
おり、髙木利正、角木完太郎の両氏の再任が承認された場合は、両氏との間で当該契
約を継続する予定であります。

　　　　9.角木完太郎氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

－ 33 －



第４号議案　補欠監査役１名選任の件

　平成26年６月27日開催の第67回定時株主総会において補欠監査役に選任された
姉﨑幸雄氏の選任の効力は本総会が開催されるまでの間とされておりますので、
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役１名
の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生　年　月　日）

略 歴 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する当社
株 式 の 数

あね

姉
ざき

﨑
ゆき

幸
お

雄
(昭和23年１月９日生)

昭和41年４月　日本電信電話公社入社

平成10年11月　日本電信電話㈱小松支店長

平成18年７月　㈱ＮＴＴ西日本－北陸

　　　　　　　取締役設備部光サービスセンタ所長

平成20年７月　㈱ＮＴＴ西日本－北陸

　　　　　　　設備部光サービスセンタ専任部長

0株

（注）1.補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.姉﨑幸雄氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3.姉﨑幸雄氏は、平成22年３月に㈱ＮＴＴ西日本－北陸を退職され、現在、重要な兼職は
　ありません。
4.姉﨑幸雄氏は、電気通信業界における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の透
　明性の高い公正な経営監視体制の維持・向上が期待できるものと判断し、候補者といた
　しました。

第５号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

　本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任されます中河哲秀氏に対
し、その在任中の労に報いるため、退職慰労金を当社の内規に従い、相当額の範
囲内で贈呈いたしたいと存じます。
　なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、監査役の協議にご一任願い
たいと存じます。
　退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏　　　名 略　　　　　　　　歴

中 河 哲 秀
平成19年６月　当社常勤監査役

現在に至る

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：石川県金沢市大手町２番32号

ＫＫＲ ホテル金沢 ３階「鳳凰Ａ」
TEL　(076) 264－3261㈹

ＪＲ
金沢駅

名鉄
エムザ

尾張町
バス停

日本郵政

橋場町バス停

裁判所

大手堀

金沢城公園
兼六園

Ｊ
Ｒ
北
陸
本
線

香林坊
片町

ＫＫＲホテル金沢

香林坊大和

武蔵ケ辻

ＮＨＫ

橋場町
バス停

ＮＴＴ
白鳥路ビル

尾
崎
神
社

浅野川

● ＪＲ金沢駅より車で約10分

● ＪＲ金沢駅よりバスで約10分

    尾張町バス停下車徒歩約５分


